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新見市役所本庁舎宿直業務委託仕様書 

 

（目　的） 

第１条　本業務は、新見市役所本庁舎において、閉庁時間帯における市民からの問い合

わせに対応し、庁舎の安全を確保するとともに、行政サービスを継続して提供するこ

とを目的とする。 

 

（業務概要） 

第２条　本業務の概要は、次のとおりとする。 

　（１）　庁舎設備等の保全及び庁内諸般の取締りに関すること。 

　（２）　文書及び物件の収受に関すること。 

　（３）　公印、鍵、現金、その他文書及び物件の保管に関すること。 

（４）　戸籍及び住民登録関係の各種届出の預かりに関すること。 

（５）　証明書等の時間外交付に関すること。 

（６）　市営斎場及び市営葬儀場の予約に関すること。 

（７）　気象及び災害情報の受理及び連絡に関すること。 

（８）　告知放送に関すること。 

（９）　緊急時の対応（該当する担当課への連絡）に関すること。 

（１０）　電話又は来訪による依頼、相談等の処理に関すること。 

（１１）　その他、宿直業務に関する事項及び発注者が指示する事項に関すること。 

 

（履行場所） 

第３条　本業務の履行場所は、新見市新見３１０番地３　新見市役所本庁舎とする。 

 

（履行期間） 

第４条　本業務の委託期間は、令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日とする。 

 

　（勤務日時） 

第５条　本業務は毎日、午後５時１５分から翌日午前８時３０分までとする。ただし、発

注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

 

　（業務従事者の条件及び報告） 

第６条　本業務に従事できる者は、身元が確実で、心身ともに強健である者とし、市職員

代行者としての人格を有する者とする。 

また受注者は、従事者を就業させるにあたり、あらかじめ従事者の履歴書を提示し、

発注者の承認を得なければならない。 

 

（業務実施に伴う留意事項） 

第７条　本業務の実施にあたり、受注者は次の事項に留意すること。 

（１）　親切、丁寧な対応を心掛け、市民の信頼を損なうことのないよう細心の注意を
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払うこと。 

　（２）　労働基準法その他関係諸法令を遵守すること。 

　（３）　業務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。 

 

　（費用負担区分） 

第８条　本業務の実施に係る費用負担区分は、次のとおりとする。その他管理上特別に必

要となるものについては、別途協議する。 

　（１）　発注者の負担 

　①　業務に必要な光熱水費 

　②　その他、発注者が用意したもの 

（２）　受注者の負担 

　①　業務中に着用する衣服等 

　②　事務用品 

　③　その他、業務上必要となるもので、発注者が使用を許可したもの 

 

　（提出書類） 

第９条　受注者は、発注者と十分に協議の上、次に掲げる書類を作成し、提出することと

する。 

　（１）　宿直従事者名簿 

　（２）　１か月の勤務予定表 

（３）　業務日誌 

 

　（損害賠償） 

第１０条　本業務実施中に受注者が発注者及び第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注

者にその状況及び内容を報告し、指示に従うものとする。また、損害賠償などの責任は、

受注者が負うものとする。 

 

　（打合せ協議） 

第１１条　業務の実施にあたっては、発注者と十分な連絡を取り、その連絡事項を記録し、

相互に確認するものとする。なお、承諾及び協議は、原則として書面により行うものと

し、発注者の行う指示についても同様とする。 

 

　（委託内容の変更） 

第１２条　発注者は、受注者と協議し、必要があると認めるときは、委託内容を変更する

ことができる。 

 

　（その他） 

第１３条　前各条に加え、受注者の保有するノウハウを活かし、今後、本業務の実施にあ

たり受注者、発注者ともに有益となる提案をすることができる。 


